


  （※）安全確保措置 

製造販売業者が、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び本剤の調剤を予定してい

る調剤薬局に対して行う措置であり、具体的には本剤の特性及び安全性情報の説明並び

に医療従事者向け資材及び患者向け資材の提供がある。 
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